
矢板市困難な問題を抱える女性支援調整会議設置要綱  

 

（設置）  

第１条  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第

５２号。以下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づき、困難な問

題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、「矢板市困難な問

題を抱える女性支援調整会議」（以下「支援調整会議」という。）を設置

する。  

（所掌事務）  

第２条  支援調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。  

⑴ 困難な問題を抱える女性支援に関する情報交換及び支援内容の協議

に関すること。 

⑵ 支援方針の確立及び役割の決定に関すること。  

⑶ 支援の経過把握及び評価に関すること。  

⑷ 関係機関等の連携促進に関すること。 

⑸ 市民に対する啓発活動に関すること。 

⑹ その他必要な事項に関すること。 

（組織）  

第３条  支援調整会議は、別表に掲げる機関・団体の指定する者（以下「委

員」という。）で構成する。  

（会議）  

第４条  支援調整会議に座長を置くこととし、座長は事務局を所管する課

長をもって充てる。座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する

者がその職務を代理する。  



２ 支援調整会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。  

３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

説明又は意見を求めることができる。  

４ 座長は、第２条に規定する所掌事務を行うために必要があると認める

ときは、法第１５条第３項の規定により、構成機関に対し、資料又は情

報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。  

５ 支援調整会議は、協議の内容によって必要があると認めるときは、座

長が指名する委員を招集し、開催することができる。  

６ 支援調整会議は、具体的な支援内容の検討等を行うため、当該検討等

に関係する構成機関の実務担当者による会議を開催することができる。 

（事務局）  

第５条  支援調整会議の事務局は、矢板市こども課内におく。  

（守秘義務）  

第６条  次の各号に掲げる構成機関の区分に従い、当該各号に定める者は、

正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。  

⑴ 国又は地方公共団体の機関  当該機関の職員又は職員であった者  

⑵ 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者  

⑶ 前二号に掲げる者以外の者  支援調整会議を構成する者又は当該   

者であった者  

２ 前項の規定は、第４条第３項の規定により出席する構成機関以外の者

に準用する。  

（補則）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営について必要



な事項は、支援調整会議において別途定める。  

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 構成機関  

№ 機 関・団体名  

１ 宇都宮地方法務局大田原支局  

２ 栃木県県北児童相談所  

３ 栃木県県北健康福祉センター  

４ とちぎ男女共同参画センター相談支援課  

５ 矢板警察署  

６ 矢板公共職業安定所  

７ 矢板市民生委員児童委員協議会連合会  

８ 大田原人権擁護委員協議会矢板部会  

９ 矢板市社会福祉協議会  

10 とちぎ性暴力被害者サポートセンター (とちエール ) 

11 認定特定非営利活動法人ウイメンズハウスとちぎ  

12 その他必要と認める機関・団体  

 


